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学校法人】ヒ晨学堂

理事長 松 え 美 孝 様

学校法人引ヒ晨学堂

監事 Fヤ み換げエ

マ 休ぐ  ぽ孔
｀J①監 事

オムたらは、オムユ学校法第 52余第 1項えび学校法人ゴヒ晨学堂寄附行為第

67余 第 1項 の規定に基づき、今希口7年度 (谷未,7年 4月 1日 から谷オロ8年

3月 31日 まで)の 業務並びに財産の次汎についてと査いたしました。

1.監 査方法の概妥

オムたちはと査に当たり、理事会えび評義 員会に出席 し、理事から業務の無

告 を聰取 し、童妥 な決裁書類等を関寛するとともに、会計と査人 と建携 し、

計算書類について検討するなど、ぬ妥 と思われる監査手続 を実施いたしまし

た。

2.監査の結果

(1)学校法人の業務に関する決定及び執行は竜物であり、不工の行為入は

法谷を しくは寄附行為に建えする童大な事実は契められません。

(2)学校法人の財務に関する不工の行為入は法谷考 しくは寄附行為に建え

する童大な事実は黒められません。

(3)計算関係書類等友び財注目録は、会計帳鋒の亀或と谷致 し、そのイえ史

えび財産の状滉を工 しく示しているものと翼めます。


